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中間評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 

分野：保健分野の人材育成 

所轄部署：JICAラオス事務所 

協力期間（RD）：2005.5.12～2010.5.11 

案件名：看護助産人材育成強化プロジェクト 

援助形態：技術協力プロジェクト 

先方関係機関：保健省組織人材局・治療局 

協力金額（中間評価時点）：1億5,800万円 

１－１ 協力の背景 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）政府はより現場のニーズに合った看護従事者の

育成を図り、看護サービスの向上に資するべく、看護教育の改善に係る技術協力をわが国に対し要

請した。2004年10～11月の第1次事前評価調査団、続く2005年3～4月の第2次同調査団の派遣により、

詳細なラオス看護事情が把握されたことを踏まえ、2005年5月のR/D署名によりプロジェクトが開始

された。所期の要請は保健学校の教育改善をめざすものであったが、事前評価調査において看護分

野での課題の多さが明らかになったことから、行政・学校教育・臨床実習の3つの側面から包括的な

アプローチで看護助産人材育成の制度基盤の整備をめざすこととした。 

前半部分のコンポーネント1では、看護助産人材育成に係る行政制度基盤の確立をめざし、組織統

合、規則策定を中心に活動内容を定めた。プロジェクト前半でこれら行政基盤強化の取り組みがど

の程度進められるか予測が難しいとの判断から、中間評価においてコンポーネント1の実績を検証し

たあと、後半部分のコンポーネント2の活動計画を見直す方針が立てられた。事前評価時点の想定で

は、コンポーネント1で整備された看護行政制度を現場に適用すべく、コンポーネント2でモデル校

及びモデル実習病院を選定して適切な看護教育を実践するという流れで支援することが計画され

た。 

 

１－２ 協力の内容 

（1）上位目標 

看護助産師の人材開発のための包括的なシステムが確立される 

 

（2）プロジェクト目標 

看護助産師の人材開発のための基盤が改善され、看護・助産の教育体制が強化される 

 

（3）成果 

1 看護師助産師における看護サービス及び学校教育の行政機能が統合される 

2「看護助産規則」が制定され施行される 

3 データベースによる看護助産人材の情報管理が強化される 

4 実施可能な看護助産需給計画が考案される 

5 プロジェクトのモニタリング・評価のシステムが確立し、効果的なプロジェクト運営に反映

される 

6 看護助産人材育成の指導者の能力が強化される 

7 モデル校の学校管理体制が改善される 

8 モデル校において教育計画が策定され、その計画に基づいた教育・実習が実施される 

 

（4）投入（中間評価時点） 

日本側：長期専門家 4名、短期専門家 6名（延べ9名）、本邦研修員受入れ 7名 

機材供与 執務用事務機器、中央病院及び医療短期大学用PC4台 

施設建設費 6万8,700米ドル（US$）（約790万円）、現地業務費 14万81米ドル（US$）



ii 

（約1,600万円） 

ラオス側：C/P職員配置、施設建設のための土地供与 

２．中間評価調査団の概要 

担当分野 氏名 所  属 調査期間 

団長・総括 竹本 啓一 JICA人間開発部保健人材育成チーム長 2007年10月18～26日

看護教育 高岡 宣子 聖マリア病院 国際協力部看護人材育成課長 2007年10月14～26日

保健医療計画 堀越 洋一 ラオス保健省 JICA保健医療協力計画専門家 2007年10月4～25日 

評価分析 山下 道子 （財）国際開発センター 主任研究員 2007年10月3～26日 

評価計画 浅岡 浩章 JICAラオス事務所 プロジェクト担当 2007年10月4～25日 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 コンポーネント1に含まれる成果1～5について達成度を検証した。 

 

（1）成果1「看護助産師の臨床指導及び学校教育の行政機能が統合される」 

成果2の「看護助産規則」の策定に際して、プロジェクト・マネジャーである組織人材局研修

課副課長、治療局の看護課長の2名のカウンターパートを中心に協議を重ねる過程で相互理解

と情報共有が実現し、行政機能の一体化に近づいたといえる。当初計画で期待された看護行

政を総合的に司る部署の設置は困難を伴い、本評価調査でも改めてラオス側から組織改編が

難しいことが示された。 

 

（2）成果2「『看護助産規則』が定められ施行される」 

「看護助産規則」策定のために看護教育・医療関係者を含む作業グループが設置され、同グ

ループでの議論を経て2006年11月に保健省官房にドラフトが提出された。同省ステアリン

グ・コミッティの検討を経て、2007年6月保健大臣が署名し、「看護助産規則」が成立した。

規則策定の過程において、保健省より本規則の運用指針の一部となる「看護業務範囲ガイド

ライン」「学校管理ガイドライン」の策定要請があり、プロジェクトは2ガイドラインの策定

に向けて活動中である。 

 

（3）成果3「データベースによる看護助産人材の情報管理が強化される」 

看護助産人材データベースに関しては、他ドナーの支援で実施されるとの情報があったため、

プロジェクトは活動の重複を避けるために活動を停止した。ラオス首相府が全公務員を対象

とする人材情報データベースの作成に着手し、保健省が世界保健機構（World Health 

Organization：WHO）の支援により医療人材情報を担当することが判明した時点で、プロジ

ェクトは看護助産人材情報の項目追加をWHOへ要請した。 

 

（4）成果4「実行可能な看護助産師需給計画（養成・配置計画）が考案される」 

成果4では成果3で構築した人材情報管理システムを活用して、看護助産師の需給計画策定に

必要な情報を整理分析し、現在の需給状況を確認するとともに、実行可能な需給計画を考案

することが期待されていた。プロジェクトは成果3の活動停止に伴い成果4の活動も停止した。

他方、保健省は「実効性のある医療人材需給計画（2011-2015）」の策定に向けて技術作業委

員会を設置し、他省庁及び他ドナーとの調整を図りつつ作業を進めている。 
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（5）成果5「プロジェクトのモニタリング・評価のシステムが確立し、効果的にプロジェクト運営

に反映される」 

モニタリングに対するカウンターパートの主体的な参加を促すため、2007年7月よりモニタリ

ング会議を開催し、問題意識の共有に努めているが、成果は不十分である。コンポーネント2

の臨床実習ではとりわけモニタリング活動が重要な要素となるため、カウンターパートによ

るモニタリングを通じてプロジェクト運営の円滑化を図る必要がある。 

 

（6）プロジェクト目標「看護助産師の人材開発のための基盤が改善され、看護教育体制が強化さ

れる」 

看護学校に対する保健省の指導強化により、制約条件である「看護学校（PHS/CHT）で定員

枠以上の学生を受け入れない」が満たされれば、コンポーネント2で予定されている教員及び

実習指導者への実習訓練を通じて、モデル校の学生に対して「看護業務範囲ガイドライン」

で規定された基礎看護の臨床実習が実施される見通しである。同実習を通じて、「看護助産規

則」に沿って業務を遂行できる看護助産師がモデル校及びモデル病院で養成されるものと見

込まれる。 

 

（7）上位目標「看護人材育成のための包括的なシステムが確立される」 

コンポーネント2で予定されている教員及び実習指導者への実習訓練が計画どおり実施され、

その成果が看護教育・医療施設での臨床実習に応用され、さらにその方式が看護人材育成モ

デルとして定着すれば、数年後には「看護助産規則」に沿って業務を遂行できる看護助産師

が全国で養成されることが期待される。制約条件である「看護助産人材の需給バランスの確

保」は、保健省の「実効性のある医療人材需給計画（2011-2015）」により満たされる見通し

である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

コンポーネント1に対する5項目評価の結果は次のとおりである。 

    

ラオス政府はMDGの目標年次である2015年を念頭に医療人材の育成を優先課題としており、プロ

ジェクトの妥当性は高い。加えて、プロジェクトの前半で看護行政の根幹ともいえる「看護助産規

則」（以下、「規則」）とその運用指針を成す「看護業務範囲ガイドライン」と「学校管理ガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」）を制定し、後半でその規則とガイドラインを教育現場の人材育成に適

用する、というアプローチが極めて効果的かつ妥当であった。 

コンポーネント1の最大の成果である「看護助産規則」及び2つのガイドラインの制定は、人材育

成に向けた看護行政の基盤を強化し、担当官に行政指導の指針を与えた。プロジェクト目標の前半

にある「看護助産師の人材開発のための基盤が改善される」は達成されており、プロジェクトの有

効性は満足できる水準にある。後半の「看護教育体制が強化される」は、コンポーネント2の着実な

実施により達成される見込みである。プロジェクトの活動方針はラオスの実態に則しており、現場

での適用が可能な「規則」や「ガイドライン」の策定が高く評価されている。 

効率性は改善の余地がある。カウンターパートの多忙、及び長期不在による人員不足がプロジェ

クト運営上の大きな障害となった。しかし、会議への出席が少ないから主体性が欠如しているとは

いえず、規則及びガイドラインの策定過程は2名のプロジェクト・マネジャーがコントロールしてい

た。逆にコントロールが厳し過ぎるために権限が委譲されず、効率が低下した面がある。 

看護助産人材の育成強化による医療サービスの改善は、サービスの供給側のみならず、サービス

の需要側である国民全般に広く便益が波及すると考えられる。プロジェクトが制定した「看護助産

規則」がきっかけとなり、「医師規則」や「助産業務ガイドライン」の必要性が議論されるなど、プ
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ラスのインパクトが認められる。マイナスのインパクトは認められない。 

 プロジェクト活動を通じて、省令の制定・改正に必要な技術はカウンターパートに定着した。保

健省は技術作業委員会を設立して「医療人材需給計画」を策定する方向にあるなど、組織・政策分

野の自立発展性は高い。反面、プロジェクト終了後の財政的な持続性には問題があり、成果を継続

するために外部資金を獲得する手段を講ずる必要がある。 

 

３－３ 成果達成の貢献要因と阻害要因 

本プロジェクトにおいて特筆すべきことは、チーフ・アドバイザーをはじめとする長期専門家が

カウンターパートの意向を尊重する態度に徹していることである。したがって、プロジェクト活動

は専門家の誘導の下で、ラオス側の主体性に委ねられている。さらに、「看護助産規則」及び運用ガ

イドラインの策定過程において、行政のみならず看護教育・医療関係者の間で現場への適用可能性

について議論を尽くしたことが、新たな法制度を与えられたものではなく、自らが選択したものと

してラオス側に受け入れられる素地を形成することにつながった。その意味で、「看護助産規則」及

び運用ガイドラインがラオスに定着し、自立発展する可能性は高い。 

 他方、プロジェクトは他ドナーによる支援活動との重複を避けるために、コンポーネント1に含ま

れる成果3と成果4の活動を停止し、保健省による「医療人材情報データベース」及び「実効性のあ

る医療人材需給計画（2011-2015）」の作成に委ねることとした。その結果、プロジェクト目標及び

上位目標の制約条件である「看護助産師の適正な配置計画」がアウトプットではなく外部条件とな

ったことにより、看護助産人材の需給バランス（適正な育成人数）に対する認識が弱まったことは

否定できない。そのため、コンポーネント2の目的である看護教育の質の向上と、上位目標である看

護人材の包括的（holistic）な育成システムとのつながりが見えにくくなっている。 

 

３－４ 提言（本プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

以上の評価をもとに、調査団はコンポーネント2の開始に向けて以下の提言を行う。 

 

＜プロジェクトに対する提言＞ 

（1）コンポーネント2の開始に際しては、保健省との協議により綿密な実施計画を作成し、効果的

なモニタリング・評価システムの導入により迅速に工程を進める。 

 

＜保健省に対する提言＞ 

（2）「看護助産規則」、「看護業務範囲ガイドライン」「学校管理ガイドライン」の教育・医療現場

における普及を通じて看護人材の質を改善し、プロジェクトの成果を継続させるために、看

護行政担当部門を更に強化する。 

（3）プロジェクト目標を達成するために、行政指導により「看護学校（PHS/CHT）で定員枠以上

の学生を受け入れない」という制約条件を遵守する。 

（4）上位目標を達成するために、策定中の「実効性のある医療人材需給計画（2011-2015）」への

取り組みを進め、制約条件である看護人材の需給バランスを確保する。 

（5）ルクセンブルク開発機関をはじめとする他ドナーの看護関連活動と当プロジェクト活動との

調整を図り、コンポーネント2の実施に支障のないようにする。 

（6）プロジェクトが建設した執務・研修施設（看護助産研修センター）の管理責任と機能をプロ

ジェクトと協議のうえ明確にし、2007年末までに文書化する。施設の使用計画をプロジェク

トの終了時までに明らかにする。 
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３－５ 教訓（類似プロジェクトの形成、実施、運営管理に参考となる事項） 

調査団は本プロジェクトの中間評価を通じて、以下の教訓を得た。 

    

（1）プロジェクトの前半で規則整備による行政能力の強化を行い、後半でその成果を人材育成の

現場に適用する、というアプローチは極めて効果的であった。 

（2）中間評価により後半のPDMを見直すというプロジェクト設計は、状況の変化に柔軟に対応で

きる利便性と、中間時点を一応の目安として前半の成果達成を確保する促進効果があった。

（3）外的条件の変化によりプロジェクトの成果（アウトプット）を変更する場合には、プロジェ

クト目標、上位目標にどのような影響が及ぶかを慎重に考慮する必要がある。 

（4）保健省の法令、規則を整備するためには、文書案をステアリング・コミッティに提出する権

限を有する幹部の協力が不可欠である。その意味で、プロジェクト・マネジャーを課長、補

佐レベルでなく副局長レベルに設定しておけば、「看護助産規則」の策定過程を短縮すること

が可能であったと考えられる。 

（5）「規則」及び「ガイドライン」の策定過程において作業グループを組織し、行政のみならず看

護教育・医療関係者の間で現場への適用可能性について徹底的に議論させた。このことが、

新たな法制度を外から与えられたものでなく、自らが選択したものとしてラオス側に受け入

れられる素地を形成することにつながった。 
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第１章 中間評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）には、中央病院の4病院を筆頭に、全国に4広

域病院、13県病院、126郡病院、700以上のヘルスセンターがある。これらの施設に勤務するスタ

ッフに占める看護師の割合は地方の施設ほど大きく、その業務範囲は簡単な診療から保健・衛生

教育等にまで多岐に及んでいる。しかし、これらの業務に携わる看護師の質は千差万別であり、

看護の現場では、適切な知識を有する看護師の不足が深刻な問題となっている。一方、看護教育

の現場では、全国で統一された看護教育カリキュラムは存在するものの、教員のレベルが低く、

教材が不十分である。看護教育の改善のためには、各種基準や制度が定められ、これらに基づい

た各看護学校における看護教育計画が作成され、この計画に沿って看護教育がなされることが必

要である。また、これらの各種基準や制度の設定のためには行政面からのアプローチも必要であ

るが、保健省内には看護行政を総括して司る部署が設置されておらず、看護教育の改善には、こ

うした行政面における改革も求められていた。 

こうした状況下、ラオス政府は、看護教育システムを見直して、現場のニーズに合った看護従

事者の育成を図り、看護サービスの向上に資するべく、看護教育の改善に係る技術協力をわが国

に対し要請した。本要請を踏まえ、2004年10月から11月にかけて、第1次事前評価調査団が派遣さ

れ、詳細なラオス看護事情が把握された。続いて2005年3月から4月にかけて第2次事前評価調査が

行われ、同年5月に討議議事録（Record of Discussion：R/D）が署名され、5年間の予定でプロジェ

クトが開始されるに至った。当初の要請は保健学校の教育改善をめざすものであったが、事前評

価調査において、看護分野において取り組むべき課題の多さが明らかになったことから、行政・

学校教育・臨床実習の3つの側面から包括的なアプローチで看護助産人材育成の基盤整備をめざす

こととなった。 

2007年10月をもってプロジェクト開始から2年半が経過したので、ラオス政府関係者とこれまで

のプロジェクト活動実績・実施プロセスを確認し、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパ

クト、自立発展性）の観点から評価を行うことを目的に中間評価を実施した。評価のなかで、プ

ロジェクト後半部分であるコンポーネント2の内容検討を行い、PDMの修正を行った。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

担当分野 氏 名 所 属 期 間 

団長・総括 竹本 啓一 JICA人間開発部保健人材育成チーム長 10月18～26日

看護教育 高岡 宣子 聖マリア病院 国際協力部看護人材育成課長 10月14～26日

保健医療計画 堀越 洋一 ラオス保健省 保健医療協力計画専門家 

（保健セクター事業調整能力強化チーフアドバイザ

ー兼） 

10月4～25日 

評価分析 山下 道子 国際開発センター 上級研究員 10月3～26日 

評価計画 浅岡 浩章 JICAラオス事務所 プロジェクト担当 10月4～25日 
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調査期間：2007年10月3日～10月26日（24日間）（以下、詳細スケジュール） 
日順 日付 曜日 行 程 

   総 括 看護教育 評価分析 保健医療計画 評価計画 

1  2007/10/3  水   成田→バンコク 

バンコク→ビエンチャ

ン 

 

2  2007/10/4  木   9:00 打合せ（調査団・専門家） 

PM 専門家からのヒアリング 

3  2007/10/5  金   AM 専門家からのヒアリング、データ収集 

13:30 C/Pへの日程説明、評価内容確認 

15:00 保健省官房長へのコンポーネント2の説明 

4  2007/10/6  土   評価グリッド取りまとめ  
5  2007/10/7  日   評価グリッド取りまとめ  
6  2007/10/8  月   AM C/Pからのヒアリング 

PM ワーキンググループメンバーからのヒアリング 

7  2007/10/9  火   AM 評価グリッド、インタビュー結果まとめ（山下団員） 

13:30 調査団内打合せ（評価グリッド内容） 

8  2007/10/10  水   9:00 調査団・専門家打合せ（評価グリッド内容） 

9  2007/10/11  木   9:00 コンポーネント2内容確認1回目（調査団、専門家、C/P） 

10  2007/10/12  金   英文評価報告書案取り

まとめ 

CHTダイレクターへの事前説明

11  2007/10/13  土   英文評価報告書案取り

まとめ 

 

12  2007/10/14  日  成田→バンコク 

バンコク→ビエンチ

ャン 

英文評価報告書案取り

まとめ 

 

13  2007/10/15  月  8:30 調査団内打合せ 

13:30 調査団・専門家打合せ（評価結果案/コンポーネント2） 

14  2007/10/16  火  9:00 コンポーネント2、PDM 1、評価グリッド内容、ワークショップ準備状況の確認（調査団、専

門家、C/P） 

14:00 治療局長への事前説明 

15:00 調査団・専門家打合せ 

15  2007/10/17  水  8:30－16:00 保健学校、県病院関係者からのコンポーネント2に関する意見聴取ワークショップ 

16  2007/10/18  木 成田→バンコク 

バンコク→ビエンチ

ャン 

9:00 調査団・専門家打合せ 

17  2007/10/19  金 9:00 所内事前説明、団内打合せ（＠JICA事務所） 

13:30 C/Pとの協議 

18  2007/10/20  土 調査団・専門家打合せ 

19  2007/10/21  日 資料整理 

20  2007/10/22  月 9:00 プロジェクトダイレクターへの説明 

10:00-12:00 C/Pとの協議 

13:30 調査団・専門家打合せ 

21  2007/10/23  火 9:00 保健省関係者への説明、協議 

13:30 C/Pとの打合せ 

22  2007/10/24  水 9:00 保健省関係者への説明、協議（2回目） 

14:00 ミニッツ案修正 

PM ミニッツ最終案配布 

23  2007/10/25  木 9:00 合同調整員会,ミニッツ署名 

13:30 大使館報告 

15:00 JICA事務所報告 

夜 ビエンチャン-バンコク 

24  2007/10/26  金 バンコク-成田 バンコク-成田 バンコク-成田  
 

１－３ 主要面談者 

（1）ラオス国側 

1）保健省（Ministry of Health：MoH） 

Ms. Chanthanom Manodham Director, Cabinet 

Dr. Khamphone PHOUTHAVONG Director General, Department of Organization and 

Personnel（DOP） 

Prof. Dr.Sommone Phounsavath Director General, Department of Curative Medicine
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（DCM） 

Dr. Phouthone Vangkonevilay Deputy Director General, DOP 

Ms. Sthaphone Insisienmay Deputy chief of training division, DOP （ Project 

Manager） 

Ms. Phengdy Inthaphanith Chief, Nursing Division of DCM（Project Manager） 

Ms. Viensavanh SONESINAY Staff, DCM 

Mr. Phonesavanh Thammavongsa Staff, DOP 

Ms. Phanthong  Phouxay  Staff, DOP 

Dr. Tanoi Srithirath: Director General, College of Health Technology 

 

2）チャンパサック県関係者 

Dr. Khampho Chleunvong Director, Public Health Department of Champasack 

Province 

Dr. Keo Sosouphanh Director, Champasack Hospital 

 

（2）日本側 

杉山 仁 在ラオス日本大使館二等書記官 

望月 経子 プロジェクト専門家（チーフアドバイザー） 

日浦 瑞枝 プロジェクト専門家（看護教育） 

小嶋 慎一郎 プロジェクト専門家（業務調整/モニタリング・評価） 

高島 宏明 JICAラオス事務所所長 

武井 耕一 JICAラオス事務所次長 

 

１－４ 対象プロジェクトの概要 

 

項 目 内 容 

プロジェクト名 
和文：看護助産人材育成強化プロジェクト 

英文：Project for Human Resources Development of Nursing/Midfery 

実施機関（C/P機関） 保健省組織人材局及び治療局 

協力期間 2005年5月12日～2010年5月11日：5年間 

対象者 

保健省のプロジェクト担当部関係者、モデル県保健局看護行政担当官、

地方5保健学校、医療技術短期大学及びヴィエンチャン県看護技術学校

の教員・学生、各校の実習病院である地方5県病院、マホソット病院及

びセタティラート病院の看護教育指導者（約1,600名） 

上位目標 看護助産師の人材開発のための包括的なシステムが確立される 

プロジェクト目標 
看護助師の人材開発のための基盤が改善され、看護・助産の教育体制が

強化される 

アウトプット 

1. 看護師助産師における看護サービス及び学校教育の行政機能が統合

される 

2. 「看護助産規則」が制定され施行される 
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3. データベースによる看護助産人材の情報管理が強化される 

4. 実施可能な看護助産需給計画が考案される 

5. プロジェクトのモニタリング・評価のシステムが確立し、効果的なプ

ロジェクト運営に反映される 

6. 看護助産人材育成の指導者の能力が強化される 

7. モデル校の学校管理体制が改善される 

8. モデル校において教育計画が策定され、その計画に基づいた教育・実

習が実施される 

 

事前評価調査を通じて、前半部分であるコンポーネント1にて、看護助産人材育成に係る行政制

度の基盤整備をめざし、中間評価において、コンポーネント1の実績を検証したあと、後半部分で

あるコンポーネント2での活動の修正、決定を行うこととなった。当初計画では、コンポーネント

2は前半で整備された看護行政制度基盤の下、モデル校及びモデル実習病院を選定して、適切な看

護教育を実践していくという想定で形成された。プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 

Design Matrix：PDM）は広範に読み取れる記載となっており、絞り込むことを前提につくられた

ものといえる。 

 

１－５ 中間評価の方法（主な調査項目と情報・データ収集方法） 

本プロジェクトの中間評価調査は、2005年3月時点で作成されたPDM０（英文評価レポート

Appendix 1）をもとに、コンポーネント1に含まれる活動実績と成果1～5を対象に、以下の手順で

実施された。 

    

（1）既存資料のレビュー 

「ラオス看護助産人材育成強化プロジェクト事前調査・実施協議報告書（2005年11月）」「同

プロジェクト・ドキュメント（2005年11月）」「同中間評価調査勉強会・対処方針会議資料（2007

年8～10月）」をレビューし、プロジェクトの背景、形成過程、実施過程、現状に至る流れを

整理した。 

 

（2）調査方針の決定 

2007年10月2日にJICA本部とラオス事務所との間でテレビ会議を通じて中間評価調査の対

処方針を協議し、調査の範囲と目的、重点調査事項、調査団員の役割分担、調査日程などの

確認を行うとともに、コンポーネント2に関するPDM/POの改訂方針について協議した。 

 

（3）質問票の配布 

JICA専門家への質問票を事前に作成・配布し、現地で回収した。 

 

（4）現地にてインタビューを実施 

ビエンチャンのプロジェクト事務所において、JICA専門家及びラオス保健省のカウンター

パートと面談し、プロジェクトの成果物である「看護助産規則」「看護業務範囲ガイドライン

（案）」「学校管理ガイドライン（案）」のほか、専門家が作成したモニタリング資料などを入
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手した。また、プロジェクト活動に参加した看護教育・医療施設の関係者を訪問し、プロジ

ェクトの成果について意見聴取した。 

 

（5）関係者によるワークショップの開催 

2007年10月19日にプロジェクト事務所の研修室においてワークショップを開催し、保健学

校（Public Health School：PHS）、医療技術短期大学（College of Health Technology：CHT）、県

病院、中央病院の関係者から「看護助産規則」及びガイドライン案に対するフィードバック

を得るとともに、コンポーネント2の内容、実施体制（協議議事録のANNEX 2）について説明、

意見交換を行った。 

 

（6）プロジェクト成果・目標の達成度を確認 

評価グリッド〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 2〕の作成に際しては、プロ

ジェクト資料、インタビュー、ワークショップの結果に基づいて活動実績を確認し、指標、

成果、プロジェクト目標の達成度を検証した。 

 

（7）評価5項目の検討 

JICAが定める「評価5項目」に従い、コンポーネント1の活動と成果1～5について以下の視

点から実施プロセス、成果・目標の達成度、波及効果、定着率などを評価するとともに、成

果達成の貢献要因と阻害要因を分析し、プロジェクトが直面している課題を明らかにした。 

① 妥当性：プロジェクトの成果・目標は保健省及びラオスのニーズに適合しているか 

② 有効性：プロジェクトの成果を通じて目標は達成されたか（達成される見込みか） 

③ 効率性：成果を達成するうえで人的・物的な投入は質・規模・タイミングともに適切

であったか 

④ インパクト：プロジェクトの受益は保健省にとどまらず外部に波及し、社会に変化を

もたらしたか 

⑤ 自立発展性：プロジェクトの成果は保健省に定着し、独自に継続・発展する見込みが

あるか 

 

（8）協議議事録草案の作成・協議 

コンポーネント1に対する評価結果を取りまとめ、評価報告書（英文）と協議議事録のドラ

フトを保健省に提示した。これに基づき、双方のプロジェクト関係者を交えて協議を行った。

同時並行でコンポーネント2の内容、実施体制が協議され、意思統一が図られた。改訂された

PDM1/PO1のドラフト（協議議事録のANNEX 4/5）については、指標を含め後日確定すること

で合意した。 

 

（9）合同調整委員会（JCC）の開催 

調査の最終日に合同調整委員会が開催され、双方が中間評価結果とコンポーネント2の実施

体制を承認し、協議議事録の署名交換が行われた。 
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第２章 調査結果 
 

２－１ 調査総括 

（1）プロジェクト全般 

本評価調査は、本プロジェクト開始から2年半を経て中間地点に差し掛かったことから、こ

れまでの実績・達成状況を評価するために実施したものである。同時に、本プロジェクトで

は、前半のコンポーネント1において看護助産人材育成に係る行政制度基盤の確立をめざし、

中間評価においてコンポーネント1の実績を検証したうえで、後半に基礎教育を中心とした協

力を行うためコンポーネント2の内容を検討する、という構成になっており、評価に基づき後

半活動の中身を検討することも今回調査の重要な目的であった。全体的な所感として、先方

保健省が他ドナーにより、プロジェクト開始後に着手していたためPDMから外すことになっ

たアウトプットが一部あったものの、少ないCPにもかかわらず、看護助産規則策定等の制度

基盤づくり等は達成されており、コンポーネント1は十分な成果を上げたと考える。今後はコ

ンポーネント1のフォローとともに、今回協議の結果として先方と合意された臨床実習を中心

としたコンポーネント2を開始することで、看護教育を通じた国民の健康向上という目的に貢

献できると考える。 

本プロジェクトのコンセプトは、まず制度基盤づくりが重要であり、基盤が十分整備され

たうえで学校教育に取り組むことが、医療従事者の人材育成を支援する際に欠かせない視点、

というものである。このことは、WHOが最近まとめた医療従事者の人材育成に関する報告書

においても指摘されており、特に規則の重要性や養成数と採用数のバランスを実現すべきと

いった提言は本プロジェクトのデザインに組み込まれているものであり、本協力はそうした

観点を先取りしていたといえるであろう。JICAのラオスに対する保健分野の協力において人

材育成は重要なテーマであり、評価の項目で後述するように、本案件のコンセプトは他の医

療従事者の育成にもインパクトを与えており、今後の人材育成支援において、本プロジェク

トの経験は十分生かしていくべきである。 

 

（2）コンポーネント1の達成状況及び今後の方向性について 

① アウトプット1：組織人事局と治療局の連携を促進することをめざし、これまで保健省内

のミーティングは十分開催されており、一定の達成はなされたといえる。行政からの取

り組みとして重要なアウトプットであり、引続き後半でも取り組むことが必要である。

なお、日本側は当初、保健省内に看護を担当する新部署が必要との認識から組織統合を

提案したが、ラオス側は否定的だったため、あくまで連携にとどめることとした経緯が

ある。今回、先方官房長との協議において、当方より改めて組織統合の提案をしたが、

やはり強い反対が示されたため、本アウトプットについては後半も引き続き同様の表現

とした。 

② アウトプット2：これまでのプロジェクトの最大の成果であり、「看護助産規則」（以下、

「規則」）が制定されたことに加え、看護業務範囲ガイドライン、学校管理ガイドライン

（以下、併せて「ガイドライン」と総称）ももうすぐ完成する運びである。今後はこれ

ら規則、ガイドラインを普及させ現場でも活用していくことが望まれ、プロジェクトに

おいても支援していく必要がある。なお、Nursing Technical Support Committeeという新し
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い委員会を創設することで、基本的にラオス側と合意した。これは策定された規則やガ

イドラインの運用において技術的助言を行うことを想定している。具体的な委員会の構

成やTOR詳細については今後更に検討していくものである。 

③ アウトプット3のデータベース作成、アウトプット4の需給計画策定については、既に保

健省は他ドナーとの取り組みにより着手していることから、後半ではPDMのアウトプッ

トではなく、外部条件として位置づけることとした。 

④ なお外部条件には、学校に定員を超えて入学させないことも入っている。③の条件と同

様、量管理の観点から質を担保するうえで重要であるものの、満足させるためには時間

を要する点に留意すべきである。 

 

（3）コンポーネント2について 

① 中間評価時にコンポーネント1の達成状況を確認したうえで、コンポーネント2を開始す

るとされていた。今回の評価結果としては、コンポーネント1について改善の必要な点は

あるものの、全体的にみて満足のいく進捗と考える。また他ドナーの取り組み等、予測

出来ない要素によりデザイン変更を余儀なくされているが、制度整備が大きく進展して

おり、コンポーネント1は期待されたレベルを達成しているといえよう。 

② 一方で、後半の活動期間は限られており、また学生の就職率が改善していない状況もあ

ることから、看護教育のなかでも、よりインパクトがあると考えられる臨床実習を中心

にコンポーネント2で取り組むことで合意した。即ち、臨床実習に焦点を当て、学校の教

員とともに臨床現場の指導者や看護師の育成も行い、加えて策定された規則やガイドラ

インを臨床現場に適用しつつ、国民の健康に直接裨益する協力となり得るように配慮し

た。 

 

２－２ プロジェクトの実績 

２－２－１ 成果の達成状況 

調査団はコンポーネント1に含まれる成果1～5について、その達成度を検証した。 

    

（1）成果1：看護助産師の臨床指導及び学校教育の行政機能が統合される 

指標1－1 統合された行政機能（新部署）の人員数 

指標1－2 あるべき組織に配置された人員の業務内容の文書化 

指標1－3 統合された行政機能によるミーティングの頻度、及びミーティング議事録の

内容 

プロジェクトは看護行政機能を強化するために、保健省の局をまたいで点在している看

護事務、看護教育、看護サービスの3ユニットを統合する計画を立て、権限内容（Terms of 

Reference：TOR）を含む看護行政組織のドラフトを2005年7月に作成した。したがって指標

1－1と指標1－2は達成されている。当初は統合された看護行政組織の具体案について更に

協議し、2007年末にかけて進行中の保健省の組織再編計画に合わせて正式に申請すること

を検討していた。しかし中間評価の過程で、保健省より組織の統合は困難との正式な見解

が示されたため、この調査結果に基づき修正される改訂PDMの成果1では行政組織の「統合」

という意味と指標1－3が落とされることになった。 
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実態としては、成果2の「看護助産規則」の策定に際して、プロジェクト・マネジャーで

ある組織人材局の研修課副課長、治療局の看護課長の2名のカウンターパートを中心に協議

を重ねる過程で相互理解と情報共有が実現し、行政機能の一体化に近づいたといえる。た

だし、当初プロジェクトが想定していたプロジェクト事務所での共同執務に関しては、他

業務で多忙なため実現していない。現状では組織人材局、治療局のカウンターパートがそ

れぞれ1名ずつプロジェクト事務所で常時勤務している。 

 

（2）成果2：「看護助産規則」が定められ施行される 

指標2－1 検討委員会で承認された「看護助産規則」案 

指標2－2 「看護助産規則」の施行 

「看護助産規則」策定作業のために看護教育･医療関係者を含む作業グループが設置され、

2005年7月以降86回にわたる検討会が開催された。2006年11月に看護助産規則委員会が保健

省官房局にドラフトを提出し、同省ステアリング・コミッティーの検討を経て、2007年6月

22日に保健大臣が署名、「看護助産規則」が成立した。したがって、指標2－1及び指標2－2

は達成されている。この過程で2006年7～8月の3週間にわたり、プロジェクト･ダイレクタ

ーを含む保健省の高官3名が日本の看護行政視察のために本邦研修に参加した。 

「看護助産規則」の策定に伴い、保健省より規則運用に必要なガイドラインの作成要請

があったため、2006年11月に「看護業務範囲ガイドライン」及び「学校管理ガイドライン」

の策定に向けて作業グループが設置され、2007年9月末までにそれぞれ37回と32回の検討会

が開催された。当初、ガイドラインの策定作業は2007年6月までに終了する予定であったが、

作業の遅延により2007年12月末の成立に向けてドラフトを検討中である。これらのガイド

ラインは改訂PDMにおいて、それぞれ成果3、成果4に位置づけることで整理する。 

 

（3）成果3：データベースによる看護助産人材の情報管理が強化される 

指標3－1 構築された人材情報管理データベース及び業務マニュアル 

指標3－2 情報管理システムに関して訓練された人員の数 

指標3－3 人材情報管理データベースを活用して作成された看護助産師の人事情報 

（数値、内容、データ更新頻度） 

    

2006年7月より活動を開始する予定であったが、当初、看護助産人材データベースに関し

てはルクセンブルグ大公国（以下、「ルクセンブルグ」と記す）の協力プロジェクトLao-Lux/10

にて実施されるとの情報があった。プロジェクトは活動の重複を避けるために情報収集を

開始した結果、Lao-Lux/10により新設された看護学校、及びビエンチャン県病院での活動が

中心になるものと判明した。その後、WHOでも人材情報データベースの活動を展開する予

定であるとの情報を得て、専門家が2007年6月にWHOの担当者と面談を行った結果、ラオス

首相府が全公務員を対象とする人材情報データベースの作成に着手しており、保健省が医

療人材情報を担当することが判明した。 

プロジェクトは重複を避けるために成果3の活動を停止したため、指標はいずれも達成さ

れていない。専門家からWHOの担当者に対して、①学校卒業時に授受した看護助産師のタ

イトル（看護師、看護助産師、補助看護師など）、②最高学歴（ディプロマ、バチェラー、
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マスターなど）を記載する項目の追加を依頼した。WHOからは保健省に確認を行い、プロ

ジェクトの要請を受け入れる方向で検討している旨、回答があった。組織人材局のカウン

ターパートはこの活動へのインプットとして、看護助産規則で定められた看護人材の区分、

資格要件、業務内容などの情報を提供するとしている。コンポーネント2では教員及び実習

指導者の能力強化に活動を集中させるため、改訂PDMから成果3を削除することとした。 

 

（4）成果4：実行可能な看護助産師需給計画（養成・配置計画）が考案される 

指標4－1 申請された2011～2015年に係る看護助産師需給計画案 

    

成果4では、成果3で構築した人材情報管理システムを活用して、看護助産師の需給計画

策定に必要な情報を整理分析し、現在の需給状況を確認するとともに、実行可能な需給計

画を考案することが期待されていた。成果3の活動停止に伴い成果4の活動も停止されたた

め、指標4－1は達成されていない。改訂PDMから成果4を削除することにより、看護助産師

の適正な養成・配置という観点がプロジェクトの枠組みから抜け落ちてしまい、需給状況

の確認が困難になるとともに、上位目標である「人材開発の包括的な（holistic）システム

の確立」に影響が及ぶこととなった。 

一方、保健省はWHO他の支援を受けて、2006年に「医療人材需給計画（2011-2015）」の

策定作業を開始している。その一環として2007年10月に「技術作業委員会」が設置され、

財政的裏づけをもった実効性のある人材需給計画の策定に向けて、首相府、人事院（PACSA）、

計画投資委員会（CPI）等との調整が始められた。こうした大掛かりな需給計画の策定はそ

もそもプロジェクトの想定範囲を越えている。当初の計画では保健省が独自に作成してい

る従来の5カ年計画のうち、看護助産分野の分類の厳密化と情報の適正化を図ることが目的

であった。しかし、「技術作業委員会」の活動が開始されたことにより、プロジェクトの活

動成果よりより権威のある看護助産人材の養成･配置計画が外部条件として与えられるこ

とになった。 

 

（5）成果5：プロジェクトのモニタリング・評価のシステムが確立し、効果的にプロジェクト

運営に反映される 

指標5－1 モニタリング・評価の結果を反映したプロジェクト活動への改正（修正）記

録 

    

プロジェクトの開始当初から、業務調整兼モニタリング担当の専門家が月例及び半期モ

ニタリングを継続的に実施し、報告書を作成してきた。これまでJICA事務所に月例報告を

提出するほか、半年ごとに合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）を開催し

て進捗状況を報告してきた。同分野担当の後任専門家は、モニタリングに対するカウンタ

ーパートの主体的な参加を促すため2007年7月よりモニタリング会議を開催し、問題意識の

共有に努めはじめている。しかし一層の改善が必要であり、指標5－1は十分に達成されて

いない。改訂PDMでは成果5と指標5－1がそのまま継続される。 

カウンターパートへの意見聴取では、モニタリングがプロジェクトの「成果」のひとつ

であることが理解されておらず、モニタリング･評価は専門家の仕事ではないかとの認識が
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示された。カウンターパートの理解を促すとともに、効果的なモニタリング･評価システム

の導入が望まれる。コンポーネント2で予定されている教育･医療現場での実習訓練では、

とりわけモニタリングが重要な要素となるため、カウンターパートによる研修活動のモニ

タリングを通じてプロジェクト運営の円滑化を図る必要がある。また、モニタリングを通

じた監督・指導は行政の最も重要な機能であり、カウンターパートのモニタリング能力の

育成は行政基盤の強化につながるものと考えられる。 

 

２－２－２ プロジェクト目標・上位目標の達成状況 

プロジェクト目標及び上位目標の達成状況を中間段階で評価するのは困難であるが、コンポ

ーネント1の成果物である「看護助産規則」を現場に適用することにより、コンポーネント2の

活動が円滑に実施されることを念頭において、調査団の見通しを述べる。改訂PDMではプロジ

ェクト目標と上位目標は変更せず、看護教育の質の向上を示す指標を追加する予定である。 

 

（1）プロジェクト目標：看護助産師の人材開発のための基盤が改善され、看護教育体制が強

化される 

指標P－1 モデル校で養成された（一定の基準を満たす）看護助産師の数 

指標P－2 モデル実習病院において「看護助産規則」に沿って業務を遂行できる看護助 

産師の割合 

    

コンポーネント2で予定されている教員及び実習指導者への訓練を通じて、モデル校の学

生に対し、「看護業務範囲ガイドライン」で規定された基礎看護の臨床実習がモデル実習病

院において実施される見通しである。同実習を通じて、「看護助産規則」に沿って業務を遂

行できる看護助産師が養成されるものと見込まれる。指標はこれらの成果に対する具体的

な目標値として設定し直す必要がある。一方、モデル校の教育の質を改善するために「看

護学校（PHS/CHT）で定員枠以上の学生を受け入れない」、というプロジェクト目標の制約

条件があり、臨床実習の成果を確実なものとするためにも、保健省が看護学校の入学者数

を厳しく監視･指導する姿勢が求められる。 

 

（2）上位目標：看護人材育成のための包括的なシステムが確立される 

指標G－1 プロジェクトで養成された実習病院の指導者によって訓練された看護助産師

の数 

指標G－2 保健学校（5PHS&CHT & NTS）の卒業生の就職率 

    

上位目標に規定されている「看護人材育成のための包括的（holistic）なシステム」とは、

教育・医療施設における看護教育･訓練の質の向上のみならず、養成された看護人材が適正

に配置されることを前提としている。ビエンチャンでは養成された医師・看護助産師の職

場が確保されておらず、医療施設で無給活動をしながらポストの空きを待ったり、医療と

無関係の職についたりすることが常態化している反面、地方では空いたポストが容易に埋

まらない現実がある。事前調査を踏まえたプロジェクト設計では、こうした需給のアンバ

ランスが人材開発と医療サービスの質の向上を妨げている根本要因であると認識したうえ
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で、看護人材の適正な需給計画の策定とその実施を制約条件とし、それに基づいた人材育

成を上位目標として設定した。 

現状では保健学校の卒業生の就職率は3割以下にとどまっており、プロジェクト開始以後、

改善はみられない。学生の過剰入学もその一因であり、保健省による監視･指導の強化が必

要であることは既に述べた。他方、卒業生の就職率は行政指導や教育の改善以外のさまざ

まな社会的要因に左右されるため、上位目標の指標として不適切であり、再設定する必要

がある。 

プロジェクトの後半では、予定されている教員及び実習指導者への訓練が計画どおり実

施され、その成果が看護教育･医療施設での臨床実習に応用され、さらにその方式が看護人

材育成モデルとして定着すれば、数年後には看護助産規則に沿って業務を遂行できる看護

助産師がラオス全国で養成されることが期待される。上位目標に到達する道のりは長く、

そのため具体的な目標値の設定は容易でないが、調査団としてはプロジェクトの方向性は

正しいとの結論に達した。 

 

２－３ プロジェクトの実施プロセス 

２－３－１ 日本側の投入実績 

（1）専門家派遣 

コンポーネント1を通じて、4名の長期専門家と6名（延べ9名）の短期専門家が派遣され

た〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 4を参照〕。看護教育担当の長期専門家の

派遣が遅れたため、プロジェクトの計画的な実施に影響を受けた。また、看護行政を担当

する短期専門家の派遣期間が短く、時間的な制約の下に活動を進める必要があった。看護

業務範囲ガイドラインを担当する短期専門家の派遣期間中に担当のカウンターパートが長

期研修に出たため、活動に非効率が生じた。また短期専門家の人選に時間がかかり、適切

な時期に派遣されなかったため、予定していた活動がキャンセルされたり、短縮されたり

したという事象も起った。 

 

（2）機材供与 

相手国から土地の提供を受けてプロジェクトが執務室兼研修施設（看護助産研修センタ

ー）を建設し、2007年2月に完成した。同施設及びプロジェクトが搬入した事務機材は有効

に利用されている。2007年に医療短期大学、マホソット病院、ミッタハープ病院、母子病

院に供与された4台のPCは中間評価時点でプロジェクト活動に十分活用されておらず、コン

ポーネント2での利用を促す必要がある〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 5〕。 

 

（3）ローカル・コスト支援 

現地業務費は施設の光熱費を含め、すべて日本側が負担している。主たる経費は会議及

び研修に係る旅費、日当、事務費などである。2007年9月末現在の累積額は14万81US$（日

本円で約1,600万円）。これ以外に施設の建設費として2006年度に6万8,700US$（日本円で約

790万円）が支出された〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 5〕。プロジェクト

事務所の光熱費等の負担について、保健省との協議が必要である。 
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（4）本邦研修 

1回目の研修は2005年9月に看護行政分野について3週間実施し、4名のカウンターパート

が参加した。2回目は看護教育分野の研修を予定していたが、「看護助産規則」の作成状況

との兼ね合いで予定を変更し、2006年7～8月に看護行政を担当する保健省の高官3名が3週

間にわたり日本の看護行政を視察した〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 6〕。 

 

２－３－２ ラオス側の投入実績 

（1）土地、建物、施設 

相手国から土地の提供を受けてプロジェクトが執務・研修施設を建設し執務環境は整備

された。 

 

（2）人材の配置 

2005年7月に任命されたカウンターパート3名のうち2名が2006年3月と2007年3月にそれ

ぞれ留学のため不在となった。うち1名は近々復帰の見通しである。留学のため欠員となっ

ていたカウンターパート2名のポストが2006年12月と2007年8月に補充されたあと、執務室

で常時業務を行うのは組織人材局、治療局のカウンターパート各1名となった。他の組織人

材局のカウンターパート1名はLux-Lao/10の業務を担当しているため、会議出席以外に活動

に参加することはない。 

2005年7月に任命された組織人材局、治療局のプロジェクト・マネジャーは政府の長期研

修のためそれぞれ3カ月間不在となり、その間「看護助産規則」及び「看護業務範囲ガイド

ライン」「学校管理ガイドライン」の策定作業が滞った。活動のコアとなるこれらのプロジ

ェクト・マネジャーは他業務で常に多忙であり、会議の日程調整が困難な状況にある。プ

ロジェクト・ダイレクター（官房長）は進捗状況に関心を払っており、必要に応じてプロ

ジェクトから相談を受け、指示を出している〔付属資料2. 合同評価報告書（英文）Appendix 

7〕。 

 

（3）資機材、ローカル・コスト 

現地業務費は施設の光熱費を含めすべて日本側が負担している。プロジェクト執務室の

光熱費等の負担について、保健省との協議が必要である。 

 

２－３－３ プロジェクトの実施状況 

ラオス側はカウンターパート人件費以外のローカル・コストを負担しておらず、プロジェク

トの進捗管理は実質的に専門家に任されている状況にある。これまでプロジェクト進捗に影響

を及ぼしたものとして以下のような事例が生じた。 

看護教育担当の長期専門家の派遣が遅れたため、プロジェクトの計画的な実施に支障があっ

た。任命された5名のカウンターパートのうち2名が2006年3月と2007年3月にそれぞれ留学のた

め不在となった。欠員補充に関してチーフ・アドバイザーが保健省にたびたび要請した結果、

2006年12月に組織人材局から1名、2007年8月に治療局から1名が補充されて、執務室で常に勤務

するカウンターパートが2名となった。治療局の他のカウンターパート（1名）及びプロジェク

ト・マネジャー（2名）は他業務で多忙なため、会議の日程調整が容易でない。 
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活動のコアとなる2名のカウンターパート（プロジェクト・マネジャー）は政府の長期研修の

ため2006年12月、及び2007年7月にそれぞれ3カ月間不在となり、「看護助産規則」及び「ガイド

ライン」の策定作業に支障が生じた。専門家とカウンターパートはプロジェクト活動に関して

問題意識を共有しているものの、人員不足からカウンターパートの欠員補充に長期間を要した。

多忙のためプロジェクト・マネジャーの会議出席率、同席率が年々低下しており、活動の進捗

が遅れている。ただし、会議への出席率の低下が主体性の欠如を意味しているわけではない。 

「看護助産規則」及び「ガイドライン」の策定過程で、おのおののプロジェクト・マネジャ

ーは責任感をもって主体的に活動した。しかし、仕事のスタイルが日本と異なるため、文案の

逐語確認に時間がかかっている。保健省の幹部はプロジェクトの進捗状況に関心をもっており、

2007年7月のJCCにおいて保健省官房長（プロジェクト・ダイレクター）はガイドラインの策定

作業を急ぐようプロジェクト・マネジャーを促した。専門家とカウンターパートとの関係は極

めて良好であるが、日本人とラオス人との間に仕事に対するスピード感、責任感に大きな差が

あり、ともすると度重なるリマインドがラオス側から煩わしく受け止められることもあるとの

ことである。 

本プロジェクトの特徴は、5年間のプロジェクト期間の中間時点で前半の実績評価を行い、評

価結果に基づいて後半の計画を柔軟に見直すことにあった。コンポーネント1では予定していた

活動の一部が停止された代わりに、「規則」の運用指針となる「ガイドライン」の作成を保健省

から要請されるなど、状況変化とニーズに基づきその時点での最良の選択、実施をしてきた模

様である。専門家への意見聴取では、中間評価での見直しにより進捗状況に合わせたプロジェ

クトの再構築が可能になる、としてこの方式を歓迎しているとのことである。さらに、中間評

価時点がひとつの区切りとなり、カウンターパートに対して到達目標を設定することにより作

業を進捗させる効果がある、との指摘があった。 

 

２－４ 評価5項目の評価結果 

２－４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

    

医療従事者の人材育成はラオスの国家保健医療戦略「Health Strategy to 2020」の優先プログラ

ムに位置づけられており、保健医療マスタープランとも合致している。ラオス保健省は近年、

他ドナーの支援の下で「治療法」「医療人材情報データベース」「医療人材需給計画（2011-2015）」

の策定などに取り組んでおり、「看護助産規則」の制定は極めて時機を得たものであった。「看

護助産規則」や「看護業務範囲ガイドライン」の制定により、看護師の仕事が初めて明確に定

義され、職業意識をもった医療人材として認識される土台が築かれた。また、「学校管理ガイド

ライン」は看護学校の人材・備品の管理データを整備し、保健省への報告を義務づけることに

より看護行政の強化を狙ったものである。これらの制度は看護助産師の人材育成にあたる行政

担当者はもちろんのこと、医療・看護教育の現場関係者にとって極めて利用価値のある成果物

である。 

一方、日本の対ラオス国別援助計画では「公平で健康な社会の形成」を優先課題のひとつと

している。そのなかで保健行政分野の人材育成、及び地方の医療分野でサービスを提供する医

師・看護師等の育成と能力強化を推進するとしており、プロジェクト目標は日本の援助政策と
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の整合性を有している。また、日本は戦後米国の支援を受けて、看護人材の育成、看護行政の

強化を行った。こうした経験が途上国での看護行政強化や人材育成に対する知的優位性をもっ

ていると考えられる。日本は以前より保健分野の専門家、青年海外協力隊（Japan Overseas 

Cooperation Volunteer：JOCV）、シニアボランティア（Senior Volunteer：SV）をラオスに派遣し

ており、人脈や信頼関係が築かれている。カウンターパートへの意見聴取では、他ドナーに比

べて日本の専門家がラオスの実態に則した技術移転を実施している、と評価されている。 

ラオス政府はミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDG）の目標年次である

2015年を念頭に医療人材の育成を優先課題としており、プロジェクトの妥当性は高い。とりわ

け、プロジェクトの前半で看護行政の根幹ともいえる「看護助産規則」を制定し、後半でその

規則と運用ガイドラインを教育現場の人材育成に適用する、というアプローチが極めて効果的

であった。規則とガイドラインの策定過程で病院・学校の関係者による作業グループを組織し、

現場への適用可能性について十分に議論を尽くしたことが看護行政への理解につながったとい

える。 

 

２－４－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は満足できる水準にある。 

コンポーネント1の最大の成果である「看護助産規則」及び「看護業務範囲ガイドライン」「学

校管理ガイドライン」の制定は、人材育成に向けた看護行政の基盤を強化し、担当官に行政指

導の指針を与えたと評価できる。プロジェクト目標の前半部分にある「看護助産師の人材開発

のための基盤が改善される」の達成度は高い。今後の普及活動による制度の定着が望まれる。

後半部分の「看護教育体制が強化される」はコンポーネント2によって達成される見込みである。

組織人材局・治療局のプロジェクト・マネジャーは、当プロジェクトの活動方針はラオスの実

態に則していると発言し、現場で適用可能な「規則」や「ガイドライン」が作成されたことを

高く評価した。 

保健省は近年、他ドナーの支援の下で「治療法」「医療人材情報データベース」「医療人材需

給計画（2011-2015）」の策定などに取り組んでおり、「規則」及び「ガイドライン」の制定は極

めてタイムリーであった。これらはプロジェクトの成果達成に影響を与えた促進要因と認識で

きる。専門家からは、中間評価で後半の内容を見直すことにより、進捗状況に合わせたプロジ

ェクトの再構築が可能になる、として肯定的な見解が示された。さらに、中間評価時点がひと

つの区切りとなり、カウンターパートに対して到達目標を設定することにより作業を進捗させ

ることができる、との指摘があった。カウンターパートからは、PDMや評価手法を理解するの

は困難だと感じているが、中間時点で見直すことには賛成である、との意見が述べられた。 

保健省はWHOの支援により「医療人材情報データベース」の作成を開始しており、プロジェ

クトは重複を避けるために成果3の活動を停止した。さらに、「実行可能な人材需給計画」を作

成するためには他の行政機関との調整が必要であることなどから、プロジェクトは活動範囲を

越えていると判断し、成果4の活動を停止した。しかし、成果3と成果4が脱落したことにより看

護人材の需給バランス（適正な育成人数）に対する認識が弱まったことは否定できず、上位目

標である看護人材の包括的（holistic）な育成システムとのつながりが見えにくくなっている。

外的条件の変化によりプロジェクトの成果（アウトプット）を変更する場合には、プロジェク

ト目標、上位目標にどのような影響が及ぶかを慎重に考慮する必要がある。 
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事前調査時点では医療人材をめぐる保健省の取り組みが十分ではない段階であり、詳細な内

容把握はできなかったといえる。これら成果3、4の活動に代わるものとして、「看護助産規則」

の制定後に運用指針となる2つの「ガイドライン」の作成に取り組んだ。結果的にこれら「ガイ

ドライン」は「規則」運用にあたり不可欠な要素であり、より良い選択であったといえよう。

これらの策定・普及過程を通じて、看護教育及び医療関係者が情報を共有し、実現可能な指針

を作成するために議論を尽くしたことは、医療改善のための協力を促すうえで大きな意味があ

ったと評価できる。 

 

２－４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は改善が必要である。 

    

ラオス側が5名のカウンターパートを任命したのは、プロジェクトが開始されてから2カ月後

の2005年7月であった。そのうち2名が2006年3月と2007年3月に留学のため不在となったが、保

健省の人員不足から欠員補充に長期間を要した。チーフ・アドバイザーの度重なる要請の結果、

2006年12月に組織人材局から1名、2007年8月に治療局から1名が補充され、調査時点でプロジェ

クト事務所において常時勤務しているカウンターパートは2名となった。プロジェクト･マネジ

ャーを含む他の3名のカウンターパートは他業務、Lux-Lao/10やWHOの他業務にも時間を割かね

ばならず、カウンターパートの不在や欠席による人員不足がプロジェクト運営上の大きな障害

となった。 

2名のプロジェクト・マネジャーは政府の長期研修に参加するため、それぞれ2006年12月と

2007年8月から3カ月間不在となり、その間「規則」及び「ガイドライン」の策定作業が滞った。

「看護業務範囲ガイドライン」を指導する短期専門家が派遣された時期に、治療局のプロジェ

クト・マネジャーが不在であったため、作業の非効率が生じた。活動のコアとなるこれら2名の

プロジェクト・マネジャーの会議出席率、同席率が多忙のため年々低下しており、活動が遅延

している。しかし会議への出席率の低下が主体性の欠如を意味するわけではなく、専門家の指

導、誘導に基づき、プロジェクト活動は基本的にカウンターパートの主体的な判断と裁量によ

り進められている。非効率な面はあるものの、少人数の関与でこれだけの目に見える成果を達

成したことは賞賛に値するといえよう。一方、日本側では、人選や予算の問題から、看護教育

担当の長期専門家派遣の遅れ、看護行政短期専門家の派遣時期や短い派遣期間といった問題が

起こり、計画的かつ効果的な専門家の派遣ができなかった面があった。 

また、保健省の法令、規則を整備するためには、文書案を保健省の最高意志決定機関である

ステアリング･コミッティに提出する権限を有する幹部の協力が不可欠である。その意味で、プ

ロジェクト･マネジャーを課長、課長補佐レベルでなく副局長レベルに設定しておけば、「看護

助産規則」策定等において保健省の意思決定を早められたのではと思われる。 

法案審議がプロジェクト・マネジャーによる逐語確認方式であったため、作業部グループで

の効率的な検討があったにもかかわらず、ドラフトが確定するまでに長期間を要した。コアと

なるカウンターパートの仕事のやり方やペースを把握したうえで、現実的な実施計画を作成す

ることが望ましい。ただ、一定以上の責任者しか判断、決定ができないという国情からして、

効率的な仕事をめざすにも限界があることも認識しなければならない。 
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２－４－４ インパクト 

プラスのインパクトが認められる一方、マイナスのインパクトは認められない。    

看護助産人材の育成強化による医療サービスの改善は、国民全般に広く便益が波及すると考

えられる。コンポーネント1の成果物である「看護助産規則」「看護業務範囲ガイドライン」「学

校管理ガイドライン」が看護教育と看護サービスの内容を明らかにしたことにより、行政及び

現場関係者に看護の質や看護人材の育成に関する改善の方向性、指針を与えることができた。

保健省のなかには「医師規則」や「助産業務ガイドライン」の制定をめぐる動きなどがあり、

プロジェクトの成果が看護分野を超えたインパクトをもたらしている。マイナスのインパクト

は認められない。 

「規則」及び「ガイドライン」の作業グループでは、看護教育・医療関係者が一堂に会し、

行政と一体になって法制度の実行可能性について議論を尽くした。作業グループの参加者に意

見聴取をしたところ、「規則」及び「ガイドライン」の策定過程に関与したことに満足を感じて

おり、これらを現場に適用することにより看護教育・看護サービスが徐々に改善されるであろ

うとの見通しを述べた。関係者はコンポーネント2の構想に理解を示し、協力を惜しまない意向

である。参加意識をもって後半のプロジェクト活動に期待している、との発言があった。 

また、医療関係者からは次のような意見が聞かれた。患者によっては医師によって病院のサ

ービスに差があるように感じており、医師と看護師の役割が明確になったことは、患者にも良

い影響を与える。現状では医師が不足しているため、本来は医師の仕事であっても看護師が対

応せざるを得ない場合があり、改善は段階的に進めざるを得ないであろうとの考えであった。 

周辺活動として、プロジェクトは2006年と2007年の5月12日に「国際看護の日」を祝うための

式典と展示を実施した。これらの活動がマスコミに取り上げられたことにより、医療従事者と

しての看護師の役割を一般国民に認識させることに貢献し、また看護師自身の職業への誇りを

高める効果もあった。 

 

２－４－５ 自立発展性 

技術及び組織･政策分野の自立発展性は高い反面、財政的な持続性には問題がある。 

    

保健省は上位目標の重要性を認識しており、医療人材の育成は優先課題として位置づけられ

ている。保健省は近年、他ドナーの支援の下で「治療法」「医療人材情報データベース」「医療

人材需給計画（2011-2015）」の策定などに取り組んでおり、「規則」及び「ガイドライン」の成

果、意義に対して認識を深めている。「規則」と「ガイドライン」が看護教育、看護サービスの

内容を明らかにしたことにより、行政及び現場関係者に改善の方向性、指針を与えることがで

きた。プロジェクト終了後もこの効果は持続し、ラオスの医療改善に貢献するものと見込まれ

る。 

公務員の定着率は高いが、プロジェクトの成果を持続させるためには更なる行政組織、体制

の強化が必要である。病院から出向している治療局のカウンターパート（1名）は臨時職員であ

り、プロジェクトの終了後に行政機関に残る可能性は不明である。保健分野におけるドナー間

の調整機能を果たす「保健セクター事業調整能力強化プロジェクト」との連携を図り、当プロ

ジェクトを保健省の技術作業委員会の下部組織として位置づけることができれば、持続可能と

なる外部条件の確保に近づく可能性がある。プロジェクトでの成果をもとに「助産師業務ガイ
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ドライン」や「医師規則」の策定をめざす動きもあり、関連文書が今後整備されることでプロ

ジェクトの発展性に期待ができる。 

他方、財政的な裏づけは極めて乏しい。プロジェクトの成果を持続させるために、他ドナー

の資金援助を獲得することも解決方法のひとつであるとして、組織人材局のプロジェクト･マネ

ジャーはその可能性を示唆した。限られたカウンターパートでプロジェクトを実施してきたた

め、報告会などによりプロジェクトの成果を保健省内で周知させ、技術、知識、情報を共有、

伝達する仕組みづくりが求められる。規制及びガイドラインの策定過程では、長期間にわたり

議論を重ねたことが非効率であった反面、学校・病院関係者の理解を定着させる効果もあった。

プロジェクト活動を通じて行政と現場間の理解が深まり、今後の政策展開に協力を得られやす

い環境がつくられたといえよう。 

 

２－５ 結論（成果達成の貢献要因と阻害要因） 

中間段階でプロジェクト前半の実績を評価・分析した結果は以下のとおりである。 

    

看護助産人材の育成強化を図るために、コンポーネント1ではラオス保健省の看護行政能力の強

化を目的として、「看護助産規則」及びその運用指針となる「看護業務範囲ガイドライン」「学校

管理ガイドライン」の制定をめざした。「看護助産規則」は既に省令として公布され、他の2ガイ

ドラインも2007年中に公布の予定である。これらの文書は人材育成にかかわる看護行政、教育の

根幹であり、行政能力の向上に大きく貢献するものと評価される。今後は現場への普及活動が続

くこととなる。 

保健省の法令、規則を整備する過程で、文書案をステアリング･コミッティに提出する権限を有

する幹部の協力が不可欠であり、その意味で、プロジェクト･マネジャーを課長レベルでなく副局

長レベル以上に設定しておけば、「規則」策定過程を短縮することが可能であったと思われる。さ

らに、規則内容の審議がプロジェクト・マネジャーによる逐語確認方式であったため、作業グル

ープでの効率的な検討にもかかわらず、最終ドラフトが確定するまでに長期間を要した。コアと

なるカウンターパートは部下に権限を委譲することなく、マイペースでの仕事のやり方を堅持し

ており、こうした相手国の事情を把握したうえで、現実的な実施計画を作成することが望まれる。 

コンポーネント1に含まれる成果のうち、成果3「看護人材情報データベースの整備」、及び成果

4「看護人材需給計画（2011-2015）の作成」については、初期の段階で活動を停止している。その

理由として、ラオス首相府が2006年に「全公務員の人材情報データベース」の整備を開始したこ

と、また2007年にはWHOの支援を受けて保健省が「実効性のある医療人材需給計画（2011-2015）」

を策定するための技術作業委員会を設立し、人事院（PACSA）、計画投資委員会（PCI）との調整

を開始したこと、などの状況変化が挙げられる。事前調査時点ではラオス政府のこうした動きは

十分ではない段階であり、またルクセンブルクによる類似活動が計画されたため、重複を避ける

意味で活動を停止した。その結果、プロジェクト目標及び上位目標の制約条件である「看護助産

師の適正な配置計画」はプロジェクトの成果としてではなく、より権威のある外部条件として与

えられることになった。反面、成果が外部条件になったことにより、看護人材の需給バランス（適

正な育成人数）に対する認識が弱まったことは否定できず、コンポーネント2の目的である看護教

育の質の向上と、上位目標である看護人材の包括的（holistic）な育成システムとのつながりが見

えにくくなっている。 
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本プロジェクトにおいて特筆すべきことは、チーフ・アドバイザーをはじめとする長期専門家

がカウンターパートの意向を尊重する態度に徹していることである。したがって、プロジェクト

活動は専門家の誘導の下でラオス側の主体性に委ねられており、オーナーシップは極めて高い。 

さらに、「規則」及び「ガイドライン」の策定過程において作業グループが組織され、行政のみ

ならず看護教育･医療関係者の間で現場への適用可能性について徹底的に議論されたことが、新た

な法制度を与えられたものでなく、自らが選択したものとしてラオス側に受け入れられる素地を

形成することにつながった。その意味で、カウンターパートによる今後の普及活動とともに、「規

則」及び「ガイドライン」がラオスに定着し、自立発展する可能性は高い。法制度整備は必ずし

も日本が得意とする支援分野ではないが、本プロジェクトの経験が模範事例（Good Practice）を提

供したと考えられる。 

 

２－６ 提言 

コンポーネント1に対する以上の評価をもとに、調査団はコンポーネント2の開始に向けて以下

の提言を行う。 

 

＜プロジェクトに対する提言＞ 

（1）コンポーネント2の開始に際しては、保健省との協議により綿密な実施計画を作成し、効果

的なモニタリング・評価システムの導入により迅速に工程を進める。 

 

＜保健省に対する提言＞ 

（2）「看護助産規則」「看護業務範囲ガイドライン」「学校管理ガイドライン」の教育・医療現場

における普及を通じて看護人材の質を改善し、プロジェクトの成果を継続させるために、

看護行政担当部門を更に強化する。 

 

（3）プロジェクト目標を達成するために、行政指導により「看護学校（PHS/CHT）で定員枠以

上の学生を受け入れない」という制約条件を遵守する。 

 

（4）上位目標を達成するために、策定中の「実効性のある医療人材需給計画（2011-2015）」への

関与を深め、制約条件である看護人材の需給バランスを確保する。 

 

（5）ルクセンブルク開発機関をはじめとする他ドナーの看護関連活動と当プロジェクト活動と

の調整を図り、コンポーネント2の実施に支障のないようにする。 

 

（6）プロジェクトが建設した執務・研修施設（看護助産研修センター）の管理責任と機能をプ

ロジェクトと協議のうえ明確にし、2007年末までに文書化する。施設の使用計画をプロジ

ェクトの終了時までに明らかにする。 

 

２－７ 教訓 

調査団は当プロジェクトの中間評価を通じて、以下の教訓を得た。 
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（1）プロジェクトの前半で規則整備による行政能力の強化を行い、後半で行政がその成果を人

材育成の現場に適用する、というアプローチは極めて効果的であった。 

 

（2）中間評価により後半のPDMの設計変更を可能にするプロジェクト･デザインは、状況の変化

に柔軟に対応できるという利便性と、中間時点を一応の目安として前半の成果達成を確保

するという促進効果があった。 

 

（3）外的条件の変化によりプロジェクトの成果（アウトプット）を変更する場合には、プロジ

ェクト目標、上位目標にどのような影響が及ぶかを慎重に考慮する必要がある。 

 

（4）保健省の法令、規則を整備するためには、文書案をステアリング･コミッティに提出する権

限を有する幹部の協力が不可欠である。その意味で、プロジェクト･マネジャーを課長、課

長補佐レベルでなく副局長レベルに設定しておけば、「看護助産規則」策定等において保健

省の意思決定を早められたのではと思われる。 

 

（5）「規則」及び「ガイドライン」の策定過程において作業グループを組織し、行政のみならず

看護教育･医療関係者の間で現場への適用可能性について徹底的に議論させた。このことが、

新たな法制度を外から与えられたものでなく、自らが選択したものとしてラオス側に受け

入れられる素地を形成することにつながった。 
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第３章 コンポーネント2の方向性 
 

３－１ コンポーネント2の内容 

本中間評価の準備段階と調査期間中を通じて、CPとコンポーネント2の内容を検討し、調査実施

前の方向性とおおむね一致する形で今後の方向性が合意された。本調査では時間的制約からPDM

とPOの改訂版の完成には至らず、協議議事録ではナラティブサマリー部分を変更したPDM1、PO1

の暫定案を添付したにとどめ、後日プロジェクト専門家、CP、JICAラオス事務所とで指標を含め

検討、合意することとした。 

    

（1）方向性 

コンポーネント2では、看護助産規則、看護業務範囲ガイドライン、学校管理ガイドライン

の実践をめざすべく、看護教育への支援にシフトすることとなり、そのなかでも、特に臨床

実習強化に中心を置いた活動をするとの方向性に合意した。 

具体的な活動として以下の3つを主な活動とした。 

① モデル県の臨床実習改善のための、県保健学校教員、県病院の臨床実習指導者と看護師

の指導能力強化 

② モデル県の臨床実習改善のための、県保健学校と県病院との連携強化 

③ モデル県保健学校の管理改善のための、データ管理強化 

    

これまでの活動は中央での行政基盤強化、規則づくりが中心であったが、今後は保健学校、

実習病院とともに看護教育を改善していく段階に入っていく。ラオスでは中央官庁からの政

策面でのインストラクションが強く、各県レベルに限定した取り組みには持続性、その後の

広がりが限られることから、教育面の支援でも保健省中央、CHT、中央実習病院の関係者が

まずは研修カリキュラムをつくり、それを彼ら自身が普及していく体制を築くというアプロ

ーチを取ることが妥当と判断した。上記①の活動では、CHTと中央実習病院が指導的立場で

かかわることとなり、将来的には体系だった教員養成コースが確立されることが期待される。

また、プロジェクトの投入量、時間的制約から、看護教育の根幹部分を担う基礎看護分野に

限定することで合意された。また、県レベルでの活動もモデル県をひとつに絞り取り組むこ

ととし、本プロジェクト期間内での研修対象者を増やすことに主軸を置くのではなく、プロ

ジェクト終了後も継続的に人材養成がなされるための基盤を築くことを重視した。 

看護教育の改善という意味では、看護学校生を対象とした基礎教育、現任看護師の能力向

上をめざす現任教育の両軸を共に改善することが望ましいが、いずれの教育を担う看護学校

教員の能力が低い、臨床実習病院に勤める看護師の能力が低い、就職率が低いなかでまずは

現任看護師の能力強化を優先的に考えることが妥当という考えから、臨床実習の改善、強化

というテーマで、「中央の教員/指導者」→「県の看護学校教員/実習指導者」→「臨床実習に

かかわる看護師」という流れで人材育成を進め、最終的には病院看護師の臨床及び指導能力

向上、ひいては看護学校学生への基礎教育の質改善、患者への臨床サービスの改善につなが

ることが期待されている。 

なお、調査のなかで、プロジェクトダイレクターである官房長から改めて臨床現場での看

護強化という問題意識が伝えられ、また、プロジェクトマネジャーらからも看護教育のなか
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での臨床実習の大切さについて言及があり、ラオス側のニーズが改めて確認された。 

以下にコンポーネント2の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）具体的な活動内容 

1）モデル県の臨床実習改善のための、県保健学校教員、県病院の臨床実習指導者と看護師の

指導能力強化 

① テクニカルチームによる、②/③で活用するトレーニングプログラムと教材の作成 

CP職員、CHT教員、中央臨床実習指導者とでテクニカルチームを形成し、臨床実習改善

（基礎看護の範囲内）のためのトレーニングプログラムと教材を整備する。それら整備の

前に、テクニカルチームに対し、TOTとして理解が不十分な事項について補完研修、指導

を行う。 

 

《コンポーネント２の概念図》

①　②/③で活用する研修プログラムと教材の作成
（基礎看護の範囲内）

作成メンバー：CHT教員、中央病院
実習指導者、保健省スタッフ

②　CHT教員、中央病院実習指導者による、モデル
校教員、モデル病院実習指導者のトレーニング（＠
CHT)

　
　
　
　
　
中
　
央

地
方

(

モ
デ
ル
県

）

③　モデル病院看護師への、②により育成さ
れた講師によるトレーニング（モデル学校、病
院）

臨床実習連携体制、内容
の検討

モデル校、病院間の臨床実
習連携体制の構築、運営

（１）臨床実習に関わる教員、臨床実習指導
者、看護師の指導能力強化

（２）学校と病院との臨床実
習連携の強化

（３）学校管理の強化
（人的、物的）

看護学校教員育成機関と
しての機能

学校管理のためのデータ
内容と運用方法の決定
（データ例：学生、卒業生、
就職など人的情報、施設・
機材などの管理情報）

看護助産規則

看護業務範囲ガイドライン学校管理ガイドライン
普及展開支援

モデル校を対象とする運
営管理システムの研修

モデル校でのデータ管理
の実施

データを用いたモニタリン
グ体制の整備
（中央、モデル県保健局）

・学校と病院との連携体制、
　人員配置
・中央からの監督機能検討

④　③の研修後の臨床実習実施状況のモニタリングと評価

モデル校、病院間の臨床実
習連携体制の運営モニタリ
ングと評価

運用モニタリング、評価

看護技術支援委員会（Nursing
Technical Support Committee)

技術支援

保健学校と実習病院が現
任教育機関として機能す
る。

⑤　④の評価を他校、他病院と共に共有する。

運用：臨床実習病院としての条件整備支援
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② モデル県の保健学校教員、臨床実習指導者に対するトレーニング 

テクニカルチームメンバーが、モデル県の保健学校教員、県病院の臨床実習指導者を対

象に、基礎看護分野指導のTOTを行う。他県の教員、実習指導者への研修有無は、最終的

に研修内容、実施キャパシティを見極めたうえで対象範囲を検討する。 

 

③ モデル県病院看護師を対象としたトレーニング 

②で研修を受けた教員と実習指導者が、モデル病院看護師へ研修を行う。この際、CHT

教員、中央臨床実習指導者が適宜監督する。 

 

④ モデル病院での臨床実習実施状況のモニタリングと評価 

②、③の研修を受けた教員、実習指導者、看護師が適切に学生へ指導できているかモニ

タリングし、課題があれば改善していく。 

 

⑤ ④評価結果の関係者での共有セミナー開催 

モデル県における研修後の取り組みについてセミナーで共有する。 

 

2）モデル県の臨床実習改善のための、県保健学校と県病院との連携強化 

適切な臨床実習が準備、実施されるよう、学校と病院との連携体制、人員配置といった枠

組みを中央で検討し、マニュアルを整備する。モデル県の県保健学校と県病院の間で連携強

化に向けた人員配置、活動に取り組む。それら活動のモニタリング、評価を行い、関係者へ

のフィードバックを行う。また、中央からの臨床実習状況の監督機能についても検討する。 

 

3）モデル県保健学校の管理改善のための、データ管理強化 

管理に必要なデータの検討を行い、フォーマットを整備する。データ管理のための研修を

行い、データ管理を実行する。それら活動のモニタリング、評価を行い、関係者へのフィー

ドバックを行う。 

 

（3）その他確認/留意事項 

1）対象県 

チャンパサック県に決定した。 

プロジェクトが、入学者数、教員数、県保健局の支援体制といった事項を調査し、チャン

パサックとウドムサイ両県を最終的な候補県として示し、保健省より県病院の質が施設、人

員的に高いという評価から、チャンパサック県が対象となることが決まった。 

 

2）プロジェクト実施体制 

本調査の協議において最も時間が割かれたのが、今後の実施体制についてである。既にJCC

とCPと専門家によるプロジェクト事務室があるうえで、新たな枠組みを追加することへの理

解を得ることが容易ではなかったが、各枠組みの関係性をプロジェクトマネジャーらからも

ラオス側へ説明することで、合意を得られた。以下、検討/合意事項。 
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a）看護技術支援委員会の設置 

保健省内2部局の副局長、中央病院副医院長と看護部長、CHT看護科長と管理課長、チ

ャンパサック県の副校長/副医院長/看護部長、プロジェクトマネジャー2名といった面々に

より構成される委員会で、JCCよりも技術的及び実務レベルでの助言、調整を行う機能を

もつ。保健省両局の副局長がメンバーになることで、保健省実務レベルの上位職が本プロ

ジェクトへの理解を深め、保健省ステアリングコミッティとの意思疎通が強化されること

も期待される。 

プロジェクト終了後も活動を継続していけるように、この委員会を母体として活動推進

体制がつくられるよう今後働きかける必要がある。また、本委員会が将来的に看護行政強

化の枠組みとなることも日本側として期待している。 

 

b）テクニカルチームの設置 

研修のプログラムと教材をつくる。保健省CPスタッフ（テクニカルレベル）、CHT教員、

中央看護部長クラスと看護師が選定される。 

 

c）JCCメンバー追加 

活動の決定に伴い、CHT校長、4中央病院長、チャンパサック県保健局長、保健学校長、

県病院長を追加した。 

治療局長の副プロジェクトダイレクターとしての明文化は、本人より十分に局としてか

かわっているとのことから必要はないとの意見があり断念した。おそらく保健省内での責

任明確化を意識してとのことと推察される。これまでのかかわり方で問題は生じていない

ので、引き続き支援とJCCへの参加を依頼した。 

 

d）CHTのかかわり 

CHT校長から本プロジェクト活動への積極的な関与は言及され、今後の積極的なかかわ

りが期待される。CHTが教員養成機関の役割を果たすことも関係者で改めて確認された。 

 

3）指標の見直しとモニタリング強化 

中間評価においては、新たなPDMの指標を十分に検討するまでには至らなかった。協議の

なかでCP側がプロジェクト自体のモニタリングは日本側が基本的に行うものという認識が

あったことが確認されたが、看護行政としてのモニタリングの強化をしなければというCP

の問題意識はあり、今後指標内容を確定したうえで、専門家、CPとでモニタリングの分担を

改めて確認し、実施していく必要がある。 

 

4）ルクセンブルク案件との整理 

今回の調査期間中では、ルクセンブルク側と直接話をする機会がもてなかったこともあり、

保健省がしっかりと調整する必要があることを改めて申し入れた。CPとしてはまだ両案件の

違いは分かるが、明確にそれぞれの関係性を整理できている段階にはなかった。 
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３－２ PDM1の暫定修正内容 

本調査内では新たなコンポーネント2を踏まえてPDM1として暫定的に以下のナラティブサマリ

ー部分について確定させ、ラオス側と合意した。 

 

（1）上位目標（変更なし） 

看護助産師の人材開発のための包括的なシステムが確立される 

 

（2）プロジェクト目標（変更なし） 

看護助産師の人材開発のための基盤が改善され、看護・助産の教育体制が強化される 

 

（3）成果 

1 看護師助産師における看護サービス及び学校教育の行政機能が統合される 

2 「看護助産規則」が制定され施行される 

3 「看護業務範囲ガイドライン」が制定され施工される 

4 「看護業務範囲ガイドライン」が制定され施工される 

5 プロジェクトのモニタリング・評価のシステムが確立し、効果的なプロジェクト運営に反

映される 

6 モデル県の県保健学校教員及び県病院の臨床実習指導者と看護師の臨床実習指導能力が強

化される 

7 モデル県の県保健学校と県病院との臨床実習にあたる連携が強化される 

8 モデル県保健学校の人材と機材関連データの管理が改善される 

 

３－３ プロジェクト運営上の留意点 

３－３－１ 保健人材育成面での留意点 

（1）保健サービス提供者の約7割は看護職であり、重要な役割を担っている。 

保健施設で働く医療サービス提供者は全体で6,964名、うち看護師742名（10.7％）、補助

看護師3,972名（57.0％）である。すなわち、ラオスの保健セクターにおいて看護職はサー

ビス提供の主体（67.7％）である。補助看護師は3カ月から2年間の教育期間であり、1960

年に養成が開始されたが2003年をもって廃止され現在は育成されていない。2003年以降は6

つの県の保健学校において看護助産師が2年半のカリキュラムで育成されている。 

 

（2）保健人材育成に関する政策動向について 

2007年7月に開催された国家保健人材会議において合意された戦略的方向性として、 

・ 保健医療人材需給計画策定は保健システム及び保健セクターの全体計画の一部であ

り、これらと統合されねばならないこと、 

・ 提供される教育の質を保ち教育のための資源を適切に活用するために、保健医療人

材育成施設への入学者数は各施設の能力に応じたものとすべきであること、 

などが指摘されている。 

こうした国家保健人材会議での合意事項を受けて2007年10月に保健人材技術作業部会

（HRH TWG）が設立された。この作業部会で期待される成果の第一は、ラオスの保健医療
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人材開発における国家戦略枠組みとその実施計画策定である。 

 

（3）看護助産人材需給計画について 

看護サービス及び教育の質的向上には量的管理も不可欠でこの点についても当初のプロ

ジェクトデザインに含まれていた。しかし、上述の保健人材に関する政策動向に示したと

おり、看護助産人材の適切な需給及び配置計画に関しては、保健省が財政的側面を含む保

健医療人材育成マスタープランの策定に着手している。現実的にもこうした包括的かつ実

現可能な保健人材需給計画にひとつのプロジェクトのみで取り組むことには無理がある。

本プロジェクトとしては右マスタープランの実現を上位目標達成の外部条件と位置づけて

その行方をモニターするとともに、看護分野における人材開発の実戦経験を技術作業部会

などの機会を捉えて積極的に発信し情報共有していくことが大切である。 

なお、保健学校への入学者数についての規定を遵守することは教育の質の水準を保つた

めに不可欠の条件であり、プロジェクト目標達成のための外部条件としてひきつづきモニ

ターしていくことも合意された。ちなみに公式報告では、6つの保健学校の入学定員は毎年

各40名で合計240名であるが2005年の入学者数は510名であり、定員の2倍以上の学生を入学

させている。 

 

（4）看護助産規則と2つのガイドラインの意義 

看護助産規則は、看護の理念及び定義を明文化し看護教育と看護サービスの方向性を示

す、包括的な看護助産行政の枠組みであり、ラオスの社会的文化的文脈に沿った内容であ

ると同時に、国際的にも通用し得る普遍性を備えている。このように看護助産規則は文字

どおりラオスの看護助産行政の基礎を与えた。 

看護助産規則に規定された理念や定義を現場へ適用していく際の具体的な手引きとして、

看護サービスについては「看護業務範囲ガイドライン」、看護教育については「学校管理ガ

イドライン」が作成された。これらのガイドラインはプロジェクト発足当初の活動計画に

は含まれていなかったが、ラオス側関係者の強い希望によりプロジェクト活動に含まれた。

これは「現場のニーズに合った看護従事者の育成を図り、看護サービスの向上に資する」

というプロジェクトの本来のねらいを実現するために看護助産規則を活用したいという関

係者の意欲の表れと評価できる。 

 

（5）ラオス保健行政の全体状況のなかで 

2007年8月の国家保健会議で示された第6次保健セクター開発計画において、「治療から予

防へ、中央から地方へ、施設からコミュニティへ」という基本原則が明示された。主要な

疾病はいまだ予防可能な感染症が主体であること、保健サービス供給体制の地域間格差が

大きいこと、人口の集積度が低く施設中心のサービス提供では住民の大半を網羅すること

が難しいこと、などのラオスの実情を踏まえると、これらの基本原則は極めて自然であり

必然的ともいえる。 

プロジェクトがこれまでに残した成果を踏まえつつも、こうしたラオスの実情における

看護の役割はどこにあるのかという問いに正面から向き合っていかねばならない。 
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（6）本プロジェクトのアプローチ 

本案件は行政からのアプローチにより保健システム強化を実現する成功事例として看護

以外のサブセクターにとっても学ぶところが多い。 

本プロジェクトは行政・教育・臨床の3つの側面を含む包括的なアプローチにより看護助

産人材育成の制度基盤整備をめざしている。その第一歩として看護行政の基礎づくりに取

り組むという考え方のもとに、プロジェクト前半のデザインは、 

1. 保健省において看護行政に取り組む実施主体を確立すること、 

2. 治療法に基づく包括的な看護助産規則を明文化すること、 

3. 根拠に基づく看護助産人材需給計画を策定すること、 

の3つの主要な柱から構成されていた。 

このうち3つ目の柱である看護助産人材需給計画についてはプロジェクトデザインから

削除された。これはラオス政府としてこの活動に正面から取り組む姿勢が明確になったか

らであり、プロジェクト開始時のビジョンにようやくラオス政府のほうが追いついてきた

からであると言い得る。 

プロジェクト後半ではこれらの看護行政枠組みを現場に適用して根付かせることを主眼

に据えて、看護教員・実習指導者の養成システム構築を通して臨床実習の向上をめざすこ

とが今回の中間評価調査での議論を通じて関係者間で合意された。従来、ラオスの保健セ

クター及びサブセクターではドナーの支援の下に数多くの規則やガイドラインの策定が行

われてきたが、それらの規則やガイドラインを現場に適用して実際に状況を変革すること

までコミットしてきた活動は少ない。この点でも本プロジェクトのアプローチは保健省幹

部に高く評価されている。 

 

３－３－２ 看護教育面での留意点 

後半のプロジェクト運営上の留意点は以下のとおりである。なお、今回整理された成果6、7、

8については、活動内容の焦点を絞ることが肝要である。 

 

（1）規則・ガイドラインの周知及び遵守 

PO1（案）では、2008年の2・3月に規則・ガイドラインの周知を計画しているが、すべて

の項目を即座に遵守することは困難である。したがって、周知の際には、どの医療・教育

施設が、いつの時期までに、どの項目を遵守すべきなのか、段階的な遵守のための計画も

提示する必要がある。段階的な遵守のための計画を別に作成することも可能であるが、現

在策定中のガイドラインに盛り込むことも効果的であると思料する。また、遵守のための

計画を作成・提示することによって、関係部局によるモニタリング・指導を促進させる効

果も期待される。 

 

（2）テクニカル・チーム・メンバーとの関係構築 

テクニカル・チームのメンバーとなるCHT教員及び中央病院看護指導者との関係構築が、

後半のプロジェクト活動の鍵となる。彼らはラオスにおいては看護の専門家であるため、

指導の際には、細やかな配慮が不可欠である。 
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（3）研修プログラムの策定 

基礎看護分野の臨床実習強化のための、研修プログラムが策定される予定であるが、プ

ロジェクト終了後の汎用性を充分考慮する必要がある。具体的には、基礎看護分野は内容

が広範に及ぶため、項目を絞り、研修期間、回数など、費用対効果が最大となるよう検討

する必要がある。反復学習の効果から判断すれば、PHSの教員、県病院の指導者に対する研

修、及び彼らによる研修は、長期に1回で実施するよりも、2回程度の方が、効果が高いと

思われる。 

 

（4）臨床実習連携強化の指標設定 

「強化された」と論理的に判断できる指標の設定が必要である。また、それらの指標を

設定するためにも、学校管理ガイドラインに、連携強化に必要な活動項目を明記すること

が重要である。 

 

（5）学校運営におけるデータ管理 

研修プログラムの策定と同様、プロジェクト終了後の汎用性を充分考慮する必要がある。

具体的には、既存のデータ管理及び報告の内容・方法を活用し、必要最低限の学内でのデ

ータ管理項目、及び保健省への報告項目を設定することが重要である。また、学内の職員

への負担を考慮し、初期のデータ入力など重い負担となる作業に関しては、外部委託等も

検討すべきである。さらに、包括的な看護助産人材育成システムの確立には、国家の看護

助産人材育成への投資効率を確認するためのデータは不可欠である。したがって、保健省

への報告項目は、人材育成配置計画などに反映可能で、投資効率の改善に資するような項

目を網羅していることが肝要である。 

 



付 属 資 料 
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